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清
泉
女
子
大
学
人
文
科
学
研
究
所
規
程

（
名　

称
）

第 

一
条　

本
研
究
所
は
、
清
泉
女
子
大
学
（
以
下
「
本

学
」
と
い
う
。）
人
文
科
学
研
究
所
と
称
す
る
。

（
目　

的
）

第 

二
条　

本
研
究
所
は
、
人
間
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の

現
象
を
包
括
的
か
つ
総
合
的
に
研
究
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

（
活　

動
）

第 

三
条　

本
研
究
所
は
、
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
次

の
活
動
を
行
う
。

1　

研
究
会
・
公
開
講
座
の
開
催

2 　
『
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
及
び
『
清
泉
文
苑
』

の
刊
行

3　

関
係
諸
団
体
と
の
交
流

4　

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
活
動

（
所　

員
）

第 

四
条　

本
研
究
所
の
所
員
は
、
上
記
の
目
的
に
賛
同

す
る
本
学
文
学
部
専
任
教
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

② 　

必
要
あ
る
場
合
に
は
、
本
研
究
所
に
専
任
教
員
を

置
く
こ
と
が
で
き
る
。

③ 　

必
要
あ
る
場
合
に
は
、
客
員
所
員
を
置
く
こ
と
が

で
き
る
。

④ 　

客
員
所
員
は
、
人
文
科
学
研
究
所
運
営
委
員
会
が

決
定
し
、
学
長
の
承
認
を
得
る
も
の
と
す
る
。

（
所　

長
）

第
五
条　

本
研
究
所
に
所
長
を
置
く
。

②　

所
長
は
、
学
長
が
こ
れ
を
任
命
す
る
。

③　

所
長
は
、
本
研
究
所
を
代
表
し
統
括
す
る
。

（
運
営
委
員
）

第
六
条　

本
研
究
所
に
運
営
委
員
五
名
を
置
く
。

②　

運
営
委
員
は
、
所
員
の
互
選
に
よ
る
。

③ 　

客
員
所
員
は
運
営
委
員
に
含
ま
な
い
も
の
と
す

る
。

（
任　

期
）

第 

七
条　

所
長
及
び
運
営
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す

る
。
た
だ
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

（
事
務
室
）

第
八
条　

本
研
究
所
に
事
務
室
を
置
く
。

② 　

事
務
室
の
職
員
は
、
学
長
の
指
定
す
る
本
学
の
職
員

が
兼
務
す
る
こ
と
と
し
、
必
要
あ
る
場
合
は
、
専
任
職

員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
経　

理
）

第 

九
条　

本
研
究
所
の
経
理
は
、
学
校
法
人
清
泉
女
子

大
学
に
属
し
、
そ
の
年
度
予
算
及
び
決
算
は
、
理
事

会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附　

則　

一

こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
三
年
四
月
一
日
よ
り
施
行

す
る
。附　

則　

二

こ
の
規
程
の
改
正
は
、
昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
よ

り
施
行
す
る
。

附　

則　

三

こ
の
規
程
の
改
正
は
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
よ

り
施
行
す
る
。

附　

則　

四

こ
の
規
程
の
改
正
は
、
平
成
五
年
四
月
一
日
よ
り
施

行
す
る
。

附　

則　

五

こ
の
規
程
の
改
正
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
よ
り

施
行
す
る
。

附　

則　

六

こ
の
規
程
の
改
正
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
よ
り

施
行
す
る
。
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